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沼津市立病院点眼指導連携における 

リンデロン点眼･点耳･点鼻液 0.1％の出荷調整に伴う対応について 

 

 

拝啓、若葉の候、会員皆様方にはご健勝のこととお慶び申し上げます。  

さて、この度様々な医薬品が出荷調整となり、沼津市立病院の白内障の手術後に使用す

る「リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1％」もその一つであり、ここ最近沼津市立病院

へ入荷ができないという問い合わせが増えてきています。外来で交付している説明書と

リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1％の後発医薬品の蓋の色が各メーカーによって違う

ことから後発医薬品への変更調剤を不可としていましたが、下記の条件に限り変更調剤

を可能とする旨の連絡がありました。 

 

・出荷調整のためリンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1％がどうしても入荷出来ない場合 

・患者説明書の書き換え（リンデロンから変更した後発医薬品の名称と蓋の色の記載） 

 ※別紙記載例参照 

・変更時はその場で疑義照会はせずに疑義照会票にて事後報告（FAX コーナーへ FAX） 

 

なお、処方箋の変更不可はそのままとのことです。 

医薬品の品薄が続く中、大変恐縮ですが、ご対応いただきますようお願いいたします。 
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別紙記載例（リンデロン点眼点耳点鼻 0.1％→サンベタゾン点眼点点眼点耳点鼻 0.1％） 
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蓋の色を記入 修正テープ等

で薬剤名変更 


